　　　　　　　　　　　　　　　　　　　









熊本県児童家庭支援センター
運営委託業務
（　　　　　　　地域）

企画提案書





提案者　　　　　　　　　　　　　　　　　





＜運営方針＞
	１　児童家庭支援センター運営に当たっての基本的な考え方

	＜記載事項＞
・所管予定地域における児童虐待の現状や課題
・児童家庭支援センターの運営方針

	









＜業務処理体制＞
	２　児童に係る相談業務に関する知識、経験等

	＜記載事項＞
・これまでの児童に係る相談業務に関する実績
・支援実績がある場合は、具体的な対応方法や蓄積された知識等

	







	３　職員体制

	＜記載事項＞
・配置予定職員の確保の状況（職種、人数、経歴等）
・これから職員を確保する場合は、その方策や見込み
・配置する職員の有する資格、児童福祉事業の実務経験年数等

	







	４　職員の相談・支援等に関する技術向上への取組

	＜記載事項＞
・職員の技術向上に向けた業務体制における工夫、支援等

	







	５　個人情報保護の取組

	＜記載事項＞
・相談スペース等におけるプライバシー保護の工夫等
・相談記録等個人情報を含む書類やデータ等の管理方法等

	









	６　休日及び夜間、緊急時の対応及び支援体制

	＜記載事項＞
・児童家庭支援センターの設置（予定）場所　※位置図を添付してください。
・遠隔地への迅速な対応に関する考え方
・休日及び夜間、緊急時の連絡方法や対応手順

	










	７　児童相談所、市町村、学校、警察その他関係機関との連携の確保

	＜記載事項＞
・関係機関との連携の方法及び体制

	







＜事業内容＞
	８　地域・家庭からの相談対応

	＜記載事項＞
・計画的な援助実施を図るための体制及び方法

	






	９　市町村との連携

	＜記載事項＞
・市町村からの求めによる、要保護児童対策地域協議会等への支援体制及び方法

	





	10　児童相談所からの指導委託

	＜記載事項＞
・児童相談所との連携の考え方
・指導委託への支援体制及び方法

	







	11　地域住民等に向けた広報活動

	＜記載事項＞
・児童家庭支援センターの目的や利用方法の周知方法
・児童家庭支援センターの所在を明確にする工夫

	








＜その他＞
	12　年間所要額の考え方

		項　　目
	金　額（円）
	内　　　　　　訳

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	小　　計
（Ａ）
	
	

	消費税額
（Ｂ）
	
	

	合　　計
（Ａ）＋（Ｂ）
	
	

	
	
	





· 委託事業費の配分について、可能な限り具体的に記載してください。
※　対象経費は、「児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について（令和7年7月22日付けこ支虐第281号）こども家庭庁長官通知」を御参照ください。
※　行が不足する場合は、適宜追加してください。
